
大治町災害時協力事業所登録制度実施要綱  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、災害等が発生した際において、事業所等が保有する資源を

地域の重要な防災力と考え、町、事業所等、地域が連携した防災体制の強化を

図るとともに、災害に強いまちづくりを推進するため、大治町災害時協力事業

所登録制度（以下「本制度」という。）の実施について、必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）事業所等 法人格の有無にかかわらず、町内に店舗、工場、事務所等を有

する団体や町内に所在し活動拠点を置くボランティア団体等その他の団体をい

う。 

（２）災害 地震災害、風水害（台風、集中豪雨等）等、地域住民の生命、身体

及び財産に危険を及ぼすおそれのある災害や事故その他町、事業所等及び地域

の連携した防災活動が必要と認められる災害をいう。 

（登録要件） 

第３条 本制度に登録することができる事業所等は、次の各号のいずれにも該当

しない事業所等とする。 

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第二条第二号に規定する暴力団、又は同法第二条第六号に規定する暴力団

員が関連すると認めるに足りる相当な理由のある事業所等 

（２）町税等を滞納している事業所等 

（３）前２号に掲げる事業所等のほか、町長が本制度に登録する事業所として適 

当でないと認めるもの 

（登録手続） 

第４条 本制度に登録しようとする事業所等の代表者は、「大治町災害時協力事業

所登録・変更申請書」（様式第１号）及び役員名簿を町長に提出しなければなら

ない。 

２ 町長は、前項に規定する申請の提出があったときは、その内容を審査し、登

録することが適当であると認めたときは、当該事業所等の代表者に「大治町災

害時協力事業所登録証」（様式第２号）を交付するものとする。 

３ 前項の規定により登録証の交付を受けた事業所等（以下「災害時協力事業所」

という。）は、登録の認定を受けた事項について変更が生じたときは、「大治町

災害時協力事業所登録・変更申請書」（様式第１号）により町長に届け出なけれ

ばならない。 

（登録期間） 

第５条 災害時協力事業所の登録期間は、登録証の交付の日から当該年度の３月



３１日までとする。なお、災害時協力事業所から登録の抹消の申出がない場合

の登録期間については、さらに１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

（災害時協力事業所の公表等） 

第６条 町長は、災害時協力事業所の名称、所在地等を町ホームページその他の

広報媒体を活用して公表することができる。 

ただし、公表を希望しない災害時協力事業所については、この限りでない。 

２ 災害時協力事業所は、登録証を施設に掲示等できるものとするほか、災害時

協力事業所であることを印刷物等に表示することができるものとする。 

（災害時協力事項） 

第７条 災害時協力事業所は、次の各号において可能な業務について、自らの判

断で地域と連携して協力活動を実施するものとする。 

（１）初期消火、救出救護、障害物の除去等の組織力（労務の）提供 

（２）食料品、飲料水等の物資の提供 

（３）資機（器）材等の提供 

（４）一時避難場所等の提供 

（５）その他防災上必要な協力 

（協力の要請） 

第８条 町長は、前条に規定する事項を災害時協力事業所に協力の要請をしよう

とするときは、「災害時協力要請書」（様式第３号）により行うものとする。 

２ 災害時協力事業所は、前項の規定による協力の要請があったときは、その諾

否、協力の要請のあった業務の実施予定者の氏名等及び協力可能な業務の内容

について、「災害時協力要請 承諾・不承諾 書」（様式第４号）により町長に回

答するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、次の各号に掲げる事項を

明らかにし、電話等により協力の要請及びその承諾の諾否の確認を行うことが

できるものとする。 

（１）災害の状況 

（２）要請する協力業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、協力の要請に必要な事項 

（協力の実施等） 

第９条 災害時協力事業所は、災害時において町長からの要請に基づき、第７条

各号に掲げる事項につき、災害時協力事業所本来の業務に支障とならない範囲

内で協力するものとする。 

２ 前項の規定により災害時協力事業所が行う協力活動（以下「災害時協力活動」

という。）の期間は、災害時協力事業所本来の業務に支障とならない期間とし、

その期間は、町及び災害時協力事業所が協議して定める。 

（経費負担） 

第１０条 第７条の規定による協力事項の実施に要した費用は、当該業務を実施

した災害時協力事業所が負担するものとする。ただし、第８条に規定する町長



の要請による救援活動の費用については、大治町と災害時協力事業所で協議し、

大治町がこれを負担することが適当であると認められる場合に限り、これを負

担するものとする。 

（実施報告） 

第１１条 災害時協力事業所は、災害時協力活動を完了したときは、「災害時協力

活動実施報告書」（様式第５号）により、町長に報告するものとする。 

（災害補償） 

第１２条 災害時協力事業所は、その従業員等が、第８条に規定する町長の要請

による災害時協力活動に従事したことにより死亡、負傷又は疾病にかかったと

きは、「事故等発生報告書」（様式第６号）により、速やかに町長に報告しなけ

ればならない。 

２ 町長は、前項の報告があったときは、大治町消防団員等公務災害補償条例（昭

和４２年条例第７号）に基づき、補償するものとする。 

（登録の抹消） 

第１３条 町長は、災害時協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、

災害時協力事業所の登録を抹消するものとする。 

（１）廃業又は休止したとき。 

（２）町外に移転したとき。 

（３）事業所を第三者に譲渡又は売買した後、引き続き災害時に協力活動を行う 

 意思が確認できないとき。 

（４）第３条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。 

（５）「大治町災害時協力事業所登録抹消申出書」（様式第７号）及び「大治町災

害時協力事業所登録証」（様式第２号）を町長に提出し、災害時協力事業所の登

録の抹消を申し出たとき。 

（６）前各号に掲げるもののほか、災害時協力事業所を登録しておくことが適当

でないと町長が認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定により、災害時協力事業所の登録を抹消したときは、速

やかに「大治町災害時協力事業所登録抹消通知書」（様式第８号）により通知す

るものとする。 

（防災事業との連携） 

第１４条 災害時協力事業所は、本町又は地域の団体等が実施する防災訓練、研

修会等の防災事業に可能な限り協力するように努めるものとする。 

（情報の交換） 

第１５条 町及び災害時協力事業所は、協力要請事項に関し、必要に応じて情報

の交換を行うものとする。 

（確認等） 

第１６条 町長は、必要に応じ、本制度に登録しようとする事業所等又は災害時

協力事業所が、第３条第１号に該当する者であるか否かを愛知県津島警察署長

に対して確認を行うことができる。ただし、当該確認のために、個人情報を愛



知県津島警察署長に照会する場合、愛知県津島警察署長に対して当該確認を行

うことについて、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。 

２ 町長は、制度に登録しようとする事業者等が第３条第２号に該当する者であ

るか否かの確認のため、税務台帳を閲覧することができる。ただし、当該確認

を行うことについて、事業所等の同意を得るものとする。 

（庶務） 

第１７条 大治町災害時協力事業所登録制度に関する庶務は、総務部防災危機管

理課が行う。 

（雑則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


